
● 消火栓を用いた消火訓練や実火災を想定した通報・避難訓練について、倉庫
の状況に応じた効果的な内容を事業者が計画し、実施。

● 火災信号等を送る電線の一部でショートが発生したことに
よって、多数の防火シャッターが正常に起動しなかった。

● 防火シャッターと連動するコンベヤのシステムの不作動や、
防火シャッターの降下位置に放置された物品が原因と
なって、多数の防火シャッターの閉鎖障害が発生した。

● 電線のショートによる被害防止対策の強化

● 事業者自らが防火シャッター等の維持管理計画を策定し、実施。
① 国によるコンベヤの設置時の留意事項を含む倉庫の維持管理指針の策定
② 事業者による個別の倉庫ごとの実情に応じた維持管理計画の策定
③ 行政による維持管理計画の運用状況のフォローアップ

● 開口部が少ないため、内部進入が困難であった。

● 建物中央部への放水活動が困難であった。

● 火災拡大期に伴い、重機で外壁を破壊する必要があった。

● 爆発的燃焼が発生し、消防活動に支障があった。

● 屋外消火栓を用いた初期消火の際、誤操作により十分な
放水量が得られなかった。

● 火災発生を確認した時点で、119番通報が行われなかった
（自動火災報知設備の作動７分後に通報）。

シャッターの作動状況

火災拡大期における消防活動

事業者による初動対応

火災の拡大を初期段階で確実に防止するための対策の確保

仮に火災が広範に拡大した場合においても、より効率的に消火できる
対策の充実

● 各消防本部において、以下のような取組みを推進。
① 効率的な消防活動を行うため、倉庫ごとの活動に関する事前計画を策定
② 解体・建設事業者等との間で、災害時の破壊・給水活動協力に関する協定
をあらかじめ締結

● 大規模・特殊な火災に際し、活動経験を有する消防職員や知識技術を有す
る有識者の知見等を活用できる仕組みを構築。

● より早期に進入するための経路や、建物中央部に放水する手段等に関する
ガイドラインを作成し、事業者において建物の実情に応じた防火対策を実施。

課題 対策

防火区画が適切に形成されなかったことや、初動対応
が十分でなかったことにより、早期に消火できなかった。

広範に火災が広がった結果、効率的な消火ができな
かった

「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書」の概要



電線のショートによる防火シャッターの不作動の防止

電線のショートによる被害防止対策を強化
する（建築基準法告示の改正）

次のいずれかの対策を講じる。

○ 断路器の設置
ショートした部分を電気的に切り離し、系統全体の機能が喪失
することを防止する。

○ 電線の端子部分の耐熱性の強化
アナログ感知器の端子部分は電線の被覆が剥がれていること
から、当該部分に耐火テープで巻いて耐熱性を強化する。

※スプリンクラー設備の設置等により、火災発生時に電線が高温
で加熱されることを防止する措置が講じられている場合におい
ては、この限りでない。

➀ 感知器等の電線の一部のショートによって、
広範囲の防火シャッターが作動しなかった。

再現実験におけるショートの状況



大規模倉庫における効果的な訓練の実施推進について

○埼玉県三芳町倉庫火災の教訓について

・ 火災発生に際して、発見者は自ら初期消火を試みたものの、結果として、自動火災報知設備の鳴動から約７分が

経過するまで、１１９番通報が行われなかったこと。
・ 屋外消火栓設備を用いた初期消火の際、ポンプの起動操作が行われておらず、初期消火に必要な放水量が得られ
なかったこと。

・ 今回の火災では、逃げ遅れによる人的被害はなかったものの、火災発生時に多数の従業員が迅速かつ的確な避難
行うため、実火災の具体的な状況を想定した避難訓練を実施することが有効であること。

「大規模倉庫における火災の教訓」リーフレット

上記の教訓を踏まえ屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備を用いた消火訓練や実火災を想定した
通報・避難訓練などの効果的な訓練を事業者が計画し、実施するためのリーフレットを作成。

○教訓を踏まえて必要と考えられる消防訓練について

・ 屋外消火栓設備又は屋内消火栓設備を使用して実際に放水する訓練

・ 火災の発生場所や燃焼物などを具体的に想定したロールプレイング形式の模擬的な通報訓練
・ 防火シャッターが閉鎖している場合に、各々の従業員が、くぐり戸を介して地上まで避難するための経路を把握する
とともに、実際に当該経路を歩行することにより、従業員全員が円滑に避難できることを確認する訓練

・ 避難が完了しているエリアにおいて、防火シャッターが降下しない場合を想定し、防火シャッター近傍の手動操作装
置を起動される手順を確認する訓練

・ 事業所における消防隊への情報提供等に係る体制について確認する訓練（消防隊との連携訓練等）



大規模倉庫における効果的な訓練の実施推進について(平成30年1月24日付け消防予第20号）

消防本部における訓練指導について

○リーフレットを活用し、消防本部において指導されたいこと

ア 火災発見時には躊躇することなく直ちに適切な１１９番通報を行
うことができるよう、火災の発生場所や燃焼物などを具体的に想
定したロールプレイング形式の模擬的な通報訓練を実施すること。

イ 大量の段ボール等の可燃物がある場所において火災が発生し
た場合は、延焼が速く消火器だけでは消火できない場合が想定
されるため、屋外消火栓設備又は屋内消火栓設備を使用して実
際に放水する訓練を実施すること。なお、消防用設備等の点検と
併せて行うなど、防火対象物の実情に応じた実施時期等を考慮
すること。

ウ 大規模倉庫の中は棚やコンベヤ等が配置され避難ルートが複
雑になっている場合があり、さらに火災になると、濃煙が立ちこめ、
停電により暗い状態で、防火シャッターが閉鎖し、くぐり戸を介し
ての避難となるなど、火災時の避難が極めて困難になることが想
定されること。このため、火災が発生した場合の具体的な状況を
想定し、火災時に危険な状態になるまでの時間内に、従業員全
員が避難できることを確認する訓練を実施すること。また、当該訓
練結果を踏まえて、避難経路や体制等について必要な改善を図
ること。

エ 上記アからウまでのほか、火災の覚知から、現場の確認、１１９
番通報、初期消火、避難の開始及び避難完了までの一連の初動
対応について、具体的な計画を作成するとともに、訓練を実施し、
当該訓練の結果を踏まえた必要な改善を図ること。

リーフレット掲載URL： http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html


